
 
 

平 成 十 四 年 国 土 交 通 省 告 示 第 六 百 六 十 六 号 改 正 案 新 旧 対 照 条 文                                 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 （ パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト ） 案 現  行  告  示 
 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 八 十 条 の 二 第 二 号 の

規 定 に 基 づ き 、 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上

必 要 な 技 術 的 基 準 を 第 一 か ら 第 三 ま で に 定 め 、 同 令 第 三 十 六 条 第 二 項 第 二 号 の 規

定 に 基 づ き 、 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必

要 な 技 術 的 基 準 の う ち 耐 久 性 等 関 係 規 定 を 第 四 に 指 定 し 、 同 令 第 八 十 一 条 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 、 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 膜 構 造 と そ の 他 の 構 造 と を 併 用 す

る 建 築 物 の 構 造 計 算 が 、 第 五 か ら 第 八 ま で に 適 合 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 構 造

計 算 は 許 容 応 力 度 等 計 算 と 同 等 以 上 に 安 全 さ を 確 か め る こ と が で き る も の と 定 め

る 。 

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 八 十 条 の 二 第 二 号 の

規 定 に 基 づ き 、 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上

必 要 な 技 術 的 基 準 を 第 一 か ら 第 三 ま で に 定 め 、 同 令 第 三 十 六 条 第 二 項 第 二 号 の 規

定 に 基 づ き 、 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必

要 な 技 術 的 基 準 の う ち 耐 久 性 等 関 係 規 定 を 第 四 に 指 定 し 、 同 令 第 八 十 一 条 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 、 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 膜 構 造 と そ の 他 の 構 造 と を 併 用 す

る 建 築 物 の 構 造 計 算 が 、 第 五 か ら 第 八 ま で に 適 合 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 構 造

計 算 は 許 容 応 力 度 等 計 算 と 同 等 以 上 に 安 全 さ を 確 か め る こ と が で き る も の と 定 め

る 。 

  

膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必

要 な 技 術 的 基 準 を 定 め る 等 の 件 

膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必

要 な 技 術 的 基 準 を 定 め る 等 の 件 

  

第 一 適 用 の 範 囲 等 第 一 適 用 の 範 囲 等 

  こ の 告 示 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。 

  膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 は 、 次 の い ず れ か に 定 め る

と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

一 骨 組 膜 構 造 鉄 骨 造 そ の 他 の 構 造 の 骨 組 に 膜 材 料 を 張 り 、 当 該 骨 組 及 び 当

該 膜 材 料 を 一 体 と し 、 膜 材 料 に 張 力 を 導 入 し て 荷 重 及 び 外 力 を 負 担 す る こ と

の で き る 安 定 し た 平 面 又 は 曲 面 と す る こ と に よ り 、 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 で

あ る 屋 根 版 又 は 壁 を 設 け る 構 造 を い う 。 
一 骨 組 膜 構 造 鉄 骨 造 そ の 他 の 構 造 の 骨 組 に 膜 材 料 を 張 り 、 当 該 骨 組 及 び 当

該 膜 材 料 を 一 体 と し 、 膜 材 料 に 張 力 を 導 入 し て 荷 重 及 び 外 力 を 負 担 す る こ と

の で き る 安 定 し た 平 面 又 は 曲 面 と す る こ と に よ り 、 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 で

あ る 屋 根 版 又 は 壁 を 設 け る ほ か 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。 

二 サ ス ペ ン シ ョ ン 膜 構 造 構 造 用 ケ ー ブ ル に 膜 材 料 を 張 り 、 膜 材 料 に 張 力 を

導 入 し て 荷 重 及 び 外 力 を 負 担 す る こ と の で き る 安 定 し た 平 面 又 は 曲 面 と す る

こ と に よ り 、 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 で あ る 屋 根 版 又 は 壁 を 設 け る 構 造 を い う

 



 
 

。 
２ 膜 構 造 の 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 の 構 造 方 法 は 、 次 に 掲 げ る 膜 構 造 の 種

類 に 応 じ て そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 た だ し 、 建 築 基 準 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 八 十 五 条 第 二 項 又 は 第 四 項 に 規 定 す る 仮 設 建 築

物 （ 以 下 単 に 「 仮 設 建 築 物 」 と い う 。 ） に つ い て 構 造 耐 力 上 支 障 の な い 構 造 方

法 と し た 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 ニ を 除 き 、 こ の 限 り で な い 。 

 

一 骨 組 膜 構 造 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。  

イ （ 略 ） イ 建 築 物 の 高 さ は 、 十 三 メ ー ト ル 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 第 五 に 定 め る

構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に あ っ て

は 、 こ の 限 り で な い 。 

ロ （ 略 ） ロ 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 用 い る 膜 面 （ 張 力 を 導 入 し た 膜 材 料 及 び 当 該 膜

材 料 と 一 体 と な る 骨 組 又 は 構 造 用 ケ ー ブ ル に よ り 荷 重 及 び 外 力 を 負 担 す る

も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 水 平 投 影 面 積 又 は 鉛 直 投 影 面 積 の う ち 最 も 大

き い 面 積 （ 以 下 「 膜 面 の 投 影 面 積 」 と い う 。 ） の 建 築 物 全 体 に お け る 合 計

は 、 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 次 に 定 め る 構 造 方 法 と し た

場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

(1
)

～ (3
)  （ 略 ） (1
)

～ (3
)  （ 略 ） 

ハ （ 略 ） ハ 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 用 い る 膜 面 に 使 用 す る 膜 材 料 は 、 鉄 骨 造 そ の 他

の 構 造 の 骨 組 に 二 メ ー ト ル （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第

八 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ っ て 特 定 行 政 庁 が 指 定 す る 多 雪 区 域 に

あ っ て は 、 一 メ ー ト ル ） 以 下 の 間 隔 で 定 着 さ せ る こ と 。 た だ し 、 第 五 に 定

め る 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に あ

っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

ニ （ 略 ） ニ 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 用 い る 膜 面 に 使 用 す る 鉄 骨 造 そ の 他 の 構 造 の 骨

組 は 、 令 第 三 章 第 三 節 か ら 第 七 節 の 二 ま で の 規 定 に 適 合 す る こ と 。 



 
 

二 サ ス ペ ン シ ョ ン 膜 構 造 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。 二 サ ス ペ ン シ ョ ン 膜 構 造 構 造 用 ケ ー ブ ル に 膜 材 料 を 張 り 、 膜 材 料 に 張 力 を

導 入 し て 荷 重 及 び 外 力 を 負 担 す る こ と の で き る 安 定 し た 平 面 又 は 曲 面 と す る

こ と に よ り 、 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 で あ る 屋 根 版 又 は 壁 を 設 け る ほ か 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

第 二 膜 面 の 構 造 （ 略 ） 第 二 膜 面 の 構 造 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 用 い る 膜 面 に 使 用 す る 膜 材 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

基 準 に 適 合 し な け れ ば な ら な い 。 

一 き ず 、 は が れ 、 磨 耗 そ の 他 の 耐 力 上 の 欠 点 の な い も の と す る こ と 。  

二 膜 材 料 は 次 の 表 の 基 布 （ 繊 維 糸 を 使 用 し た 織 布 又 は 網 目 状 織 物 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に 使 用 す る 繊 維 糸 の 種 類 に 応 じ て 、 コ ー テ ィ ン グ 材 （ 基 布 の 摩 損

防 止 等 の た め に 基 布 に 塗 布 し 又 は 張 り 合 わ せ た 樹 脂 又 は ゴ ム を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 塗 布 し 又 は 張 り 合 わ せ た も の と す る こ と 。 た だ し 、 仮 設 建 築 物 に あ

っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 膜 材 料 は 次 の 表 の 基 布 （ 繊 維 糸 を 使 用 し た 織 布 又 は 網 目 状 織 物 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に 使 用 す る 繊 維 糸 の 種 類 に 応 じ て 、 コ ー テ ィ ン グ 材 （ 基 布 の 摩 損

防 止 等 の た め に 基 布 に 塗 布 し 又 は 張 り 合 わ せ た 樹 脂 又 は ゴ ム を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 塗 布 し 又 は 張 り 合 わ せ た も の と す る こ と 。 た だ し 、 建 築 基 準 法 第 八

十 五 条 第 二 項 又 は 第 四 項 に 規 定 す る 仮 設 建 築 物 （ 以 下 単 に 「 仮 設 建 築 物 」 と

い う 。 ） に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

  基 布 に 使 用 す る 繊 維 糸 コ ー テ ィ ン グ 材  基 布 に 使 用 す る 繊 維 糸 コ ー テ ィ ン グ 材  

 (一
)

 （ 略 ） （ 略 ） (一
)

略 略  

 (二
)

 （ 略 ） (二
)

略  

 

(三
)

 

 

ポ リ ア ミ ド 系 、 ポ リ ア ラ ミ ド 系

、 ポ リ エ ス テ ル 系 、 ポ リ ビ ニ ル

ア ル コ ー ル 系 の 合 成 繊 維 糸 又 は

こ れ ら と 混 織 さ れ る ケ ナ フ 植 物

繊 維 糸 若 し く は オ レ フ ィ ン 系 樹

脂 

塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 、 ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂

、 ふ っ 素 系 樹 脂 （ 四 ふ っ 化 エ チ レ ン

樹 脂 、 四 ふ っ 化 エ チ レ ン パ ー フ ル オ

ロ ア ル キ ル ビ ニ ル エ ー テ ル 共 重 合 樹

脂 及 び 四 ふ っ 化 エ チ レ ン ― 六 ふ っ 化

プ ロ ピ レ ン 共 重 合 樹 脂 を 除 く 。 ） 、

ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム 、 ク ロ ロ ス ル フ ォ

ン 化 ポ リ エ チ レ ン ゴ ム 又 は オ レ フ ィ 

(三
)

 

ポ リ ア ミ ド 系 、 ポ リ ア ラ ミ ド 系

、 ポ リ エ ス テ ル 系 又 は ポ リ ビ ニ

ル ア ル コ ー ル 系 の 合 成 繊 維 糸 

塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 、 ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂

、 ふ っ 素 系 樹 脂 （ 四 ふ っ 化 エ チ レ ン

樹 脂 、 四 ふ っ 化 エ チ レ ン パ ー フ ル オ

ロ ア ル キ ル ビ ニ ル エ ー テ ル 共 重 合 樹

脂 及 び 四 ふ っ 化 エ チ レ ン ― 六 ふ っ 化

プ ロ ピ レ ン 共 重 合 樹 脂 を 除 く 。 ） 、

ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム 又 は ク ロ ロ ス ル フ

ォ ン 化 ポ リ エ チ レ ン ゴ ム 

 



 
 

   ン 系 樹 脂     
三 ～ 十 二 （ 略 ） 二 ～ 十 一 （ 略 ） 

３ ～ ８ （ 略 ） ３ ～ ８ （ 略 ） 

第 三 膜 面 の 定 着 （ 略 ） 第 三 膜 面 の 定 着 （ 略 ） 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ 膜 面 に 使 用 す る 膜 材 料 に 膜 材 料 以 外 の 部 材 又 は 金 物 を 常 時 接 触 状 態 と す る 場

合 に あ っ て は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 合 成 繊 維 糸 に よ る 基 布 と し た 膜 材 料 以 外 の 膜 材 料 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て

は 、 第 五 第 一 項 第 二 号 に 定 め る 構 造 計 算 （ 暴 風 時 に 限 る 。 更 に 、 令 第 八 十 二

条 第 二 号 の 表 に 定 め る Ｗ に つ い て は 令 第 八 十 七 条 に 規 定 す る 風 圧 力 の 二 分 の

一 に 相 当 す る 風 圧 力 に よ っ て 生 ず る 力 と す る 。 ） を 行 い 接 触 部 分 の 三 分 の 二

以 上 の 部 分 が 遊 離 し な い こ と を 確 か め る こ と 。 た だ し 、 仮 設 建 築 物 に あ っ て

は 、 こ の 限 り で な い 。 

二 第 五 第 一 項 第 二 号 に 定 め る 構 造 計 算 （ 暴 風 時 に 限 る 。 更 に 、 令 第 八 十 二 条

第 二 号 の 表 に 定 め る Ｗ に つ い て は 令 第 八 十 七 条 に 規 定 す る 風 圧 力 の 二 分 の 一

に 相 当 す る 風 圧 力 に よ っ て 生 ず る 力 と す る 。 ） を 行 い 接 触 部 分 の 三 分 の 二 以

上 の 部 分 が 遊 離 し な い こ と を 確 か め る こ と 。 た だ し 、 合 成 繊 維 糸 に よ る 基 布

と し た 膜 材 料 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 四 耐 久 性 等 関 係 規 定 の 指 定 第 四 耐 久 性 等 関 係 規 定 の 指 定 

  第 二 第 一 項 、 第 二 項 第 七 号 か ら 第 十 一 号 ま で 、 第 三 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で

、 第 四 項 第 一 号 イ (1
)

、 (2
)

及 び (5
)

、 ロ (1
)

及 び (2
)

、 ハ (1
)

及 び ニ (1
)

及 び 同 号 の

表 並 び に 第 三 第 一 項 第 三 号 及 び 第 二 項 の 規 定 で 定 め る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準

を 耐 久 性 等 関 係 規 定 と し て 指 定 す る 。 

  第 二 第 一 項 、 第 二 項 第 七 号 か ら 第 十 一 号 ま で 、 第 三 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で

並 び に 第 四 項 第 一 号 イ (1
)

、 (2
)

及 び (5
)

、 ロ (1
)

及 び (2
)

、 ハ (1
)

及 び ニ (1
)

及 び 同

号 の 表 の 規 定 で 定 め る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準 を 耐 久 性 等 関 係 規 定 と し て 指 定

す る 。 

第 五 ～ 第 八 （ 略 ） 第 五 ～ 第 八 （ 略 ） 

  

 


